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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子デバイスパターンを撮像して得た対象パターンの画像を基に、パターンの変形の許
容範囲を用いて欠陥等の異常を検出するパターン検査装置において、
　異常を検出する対象パターンに対応する基準パターンに基づくデータを記憶する基準パ
ターン記憶手段と、
前記対象パターンを撮像して得た画像データに基づくデータを記憶する画像データ記憶手
段と、
　前記基準パターン記憶手段に記憶された基準パターンに基づくデータのパターンの一部
であるパターン端部が、前記画像データの記憶手段の撮像画像データに基づくデータの対
応するパターン端部の位置となるように、当該基準パターンに基づくデータのパターン端
部を選択的に修正する基準パターン修正手段と、
　当該修正された基準パターンを基に前記許容範囲を設定し、前記対象パターンの輪郭が
、当該許容範囲外にある場合に、前記対象パターンを異常と判定する異常判定手段を設け
たことを特徴とするパターン検査装置。
【請求項２】
　請求項１のパターン検査装置において、
　前記基準パターン記憶手段の基準パターンに基づくデータと、前記画像データ記憶手段
の撮像画像データに基づくデータを用いて、変形量データを求める変形量検出手段と、
　前記基準パターン記憶手段の基準パターンに基づくデータと、前記変形量検出手段の変
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形量データに基づいて、対象パターンの許容範囲に基づくデータを生成する許容範囲生成
手段を備えたことを特徴とするパターン検査装置。
【請求項３】
　請求項２のパターン検査装置において、
　前記基準パターン記憶手段からの基準パターンに基づくデータから、パターンの部位を
検出する部位検出手段とを備え、
　前記変形量検出手段は、前記対象パターンを撮像して得た画像データに基づくデータと
、前記部位検出手段のパターン部位に基づくデータに基づいて、変形量を求めることを特
徴とするパターン検査装置。
【請求項４】
　請求項３のパターン検査装置において、
　前記基準パターン修正手段は、前記変形量検出手段の変形量データに基づいて前記基準
パターンに基づくデータを修正するものであって、
　前記基準パターン修正手段の修正したパターンに基づくデータに基づいて、対象パター
ンの許容範囲に基づくデータを生成する許容範囲生成部とを備え、
　前記異常判定手段は、当該許容範囲生成部で生成された許容範囲に基づくデータと前記
画像データ記憶手段の撮像画像データを用いて、対象パターンの異常を判定することを特
徴とするパターン検査装置。
【請求項５】
　請求項４のパターン検査装置において、
　前記変形量データは、パターン画像の位置情報及びまたは傾きに基づく値であることを
特徴とするパターン検査装置。
【請求項６】
　請求項４又は請求項５のパターン検査装置において、
　前記基準パターン修正手段は、基準パターンに基づくデータを全体的に修正する全体修
正手段と、部分的に修正する部分修正手段を備えることを特徴とするパターン検査装置。
【請求項７】
　請求項１のパターン検査装置において、
　基準パターンに基づくデータは、対象パターンに対応した半導体装置の設計データに基
づくデータであることを特徴とするパターン検査装置。
【請求項８】
　請求項１のパターン検査装置において、
　基準パターンに基づくデータは、パターンを撮像して得た画像データに基づくデータで
あることを特徴とするパターン検査装置。
【請求項９】
　電子デバイスパターンを撮像して得た対象パターンの画像を基に、パターンの変形の許
容範囲を用いて欠陥等の異常を検出するパターン検査方法において、
　異常を検出する対象パターンに対応する基準パターンデータを記憶すること、
　前記対象パターンを撮像して得た画像データを記憶すること、
　前記基準パターンデータのパターン端部が部分的に、撮像画像データの対応するパター
ン端部の位置となるように、当該基準パターンに基づくデータのパターン端部を修正する
こと、
　当該修正された基準パターンを基に前記許容範囲を設定し、前記対象パターンの輪郭が
、当該許容範囲外にある場合に、前記対象パターンを異常と判定することを特徴とするパ
ターン検査方法。
【請求項１０】
　請求項９のパターン検査方法において、
　前記基準パターンデータと、前記撮像画像データを用いて変形量データを求めること、
　前記基準パターンデータと、前記変形量データに基づいて、対象パターンの許容範囲に
基づくデータを生成することを特徴とするパターン検査方法。
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【請求項１１】
　請求項１０のパターン検査方法において、
　前記基準パターンデータから、パターンの部位を検出すること、
　該パターンの部位に基づくデータと撮像画像データを用いて、対象パターンの異常を判
定することを特徴とするパターン検査方法。
【請求項１２】
　請求項１１のパターン検査方法において、
　前記基準パターンデータを前記変形量データに基づいて修正すること、
　該修正した基準パターンデータに基づいて、対象パターンの許容範囲に基づくデータを
生成すること、
　該許容範囲に基づくデータと撮像画像データを用いて、対象パターンの異常を判定する
ことを特徴とするパターン検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試料上の任意の位置を測長走査型電子顕微鏡（Critical-Dimension Scannin
g Electron Microscope：ＣＤ－ＳＥＭ）等により電子デバイスパターンを撮像して検査
を行う画像生成方法及びその画像生成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置を製造する際、各プロセスにおいて基板上に形成されたパターンが設計され
た通りに形成されているかどうかを検査するのに、従来から測長走査型電子顕微鏡（Crit
ical-Dimension Scanning Electron Microscope：ＣＤ－ＳＥＭ）等が広く用いられてい
る。
【０００３】
　配線パターンの出来映えを検査する方法として、例えば、ＣＡＤ（Computer Aided Des
ign）の出力データとＳＥＭ（Scanning Electron Microscope）により測定したパターン
のデータとの距離を測定し、この測定した距離に基づきパターンの形状を評価する評価方
法が提案されている（〔特許文献１〕）。
【０００４】
　また、検査時間の大幅な短縮ができる方法として、設計パターンに、許容値を加えた外
周と許容値を減じた内周に挟まれる、帯状の検査領域を設定し、検査対象となるパターン
を撮像したパターン画像の輪郭の座標が帯状の検査領域外に有る場合に欠陥と判定する検
査方法が提案されている（〔特許文献２〕）。
【０００５】
　また、設計パターンに基づいて許容範囲を示す公差データと、検査対象となるパターン
を撮像したパターン画像の輪郭データ共に極座標に変換し、極座標で交差する点の有無で
欠陥と判定する検査方法が提案されている（〔特許文献３〕）。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３１５２５号公報
【特許文献２】特開２００２－６４７９号公報
【特許文献３】特開２００５－９８８８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記、〔特許文献１〕の検査方法は、測定箇所が多いほど測定精度は向上できるが、測
定に時間がかかるという問題がある。その点、上記〔特許文献２〕，〔特許文献３〕は検
査時間を大幅に短縮できる。ところで、パターンによっては、隣接するパターンとのブリ
ッジングやパターンの断線といった明らかな異常が無ければ正常としてもよいパターンが
ある。例えば、〔特許文献２〕では、許容範囲を内側と外側に設けて、パターンの断線，
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接触を見つけることが可能である。しかし、拡大や縮小による変形も正常と見なすために
は帯状の検査領域を広げたり、〔特許文献３〕の交差データの上限値と下限値による許容
範囲を広げる必要がある。しかし、広げてしまうとパターンの断線（ｄ）という明らかな
異常を見逃す可能性が出る。そのため、パターンの拡大や縮小による変形を正常と見なし
、かつ、パターンの断線を見逃さず検出するための許容値設定、又は交差データの上限値
と下限値の設定は非常に困難であった。
【０００８】
　また、ステージ移動誤差，帯電、様々な要因により、撮像画像に傾きが発生することが
あり、その場合はパターンに正常でも許容範囲に入らず、異常と判定される場合があった
。
【０００９】
　また、特徴の少ないパターンの場合、設計データを基に生成した基準パターンと撮像し
たパターン画像の位置がずれてしまう場合があった。
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、
短時間に、かつ隣接するパターンとのブリッジングやパターンの断線といった明らかな異
常のみを検出するためのパターン検査方法とパターン検査装置を提供するものである。
【００１１】
　また、本発明は短時間に、かつ隣接するパターンとのブリッジングやパターンの断線と
いった明らかな異常のみを検出するためのパターン検査用のデータを求めるパターン処理
装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明では、電子デバイスパターンを撮像して得た対象パ
ターンの画像を基に、パターンの変形の許容範囲を用いて欠陥等の異常を検出するパター
ン検査装置において、異常を検出する対象パターンに対応する基準パターンに基づくデー
タを記憶する基準パターン記憶手段と、前記対象パターンを撮像して得た画像データに基
づくデータを記憶する画像データ記憶手段と、前記基準パターン記憶手段に記憶された基
準パターンに基づくデータのパターンの一部であるパターン端部が、前記画像データの記
憶手段の撮像画像データに基づくデータの対応するパターン端部の位置となるように、当
該基準パターンに基づくデータのパターン端部を選択的に修正する基準パターン修正手段
と、当該修正された基準パターンを基に前記許容範囲を設定し、前記対象パターンの輪郭
が、当該許容範囲外にある場合に、前記対象パターンを異常と判定する異常判定手段を設
けたパターン検査装置を提案する。
【００１３】
　また、上記課題を解決するために、本発明では、電子デバイスパターンを撮像して得た
対象パターンの画像を基に、パターンの変形の許容範囲を用いて欠陥等の異常を検出する
パターン検査方法において、異常を検出する対象パターンに対応する基準パターンデータ
を記憶すること、前記対象パターンを撮像して得た画像データを記憶すること、前記基準
パターンデータのパターン端部が部分的に、撮像画像データの対応するパターン端部の位
置となるように、当該基準パターンに基づくデータのパターン端部を修正すること、当該
修正された基準パターンを基に前記許容範囲を設定し、前記対象パターンの輪郭が、当該
許容範囲外にある場合に、前記対象パターンを異常と判定するパターン検査方法を提案す
る。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、短時間に、かつ隣接するパターンとのブリッジングやパターンの断線
といった明らかな異常のみを検出するためのパターン検査方法，パターン検査装置及びパ
ターン処理装置が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１６】
　以下、本発明に関わるパターン検査方法及びパターン検査装置の実施の形態について説
明する。パターンが設計通りに形成されているか否かを検証するため、例えば形状計測技
術を用いて平面画像によりパターンを検証する。
【００１７】
　以下、図１を用いて本発明のパターン検査装置の構成例について説明する。
【００１８】
　基準パターン記憶部１０には検査対象となるパターンに対応する基準パターンのデータ
が記憶されている。具体的にはＣＡＤにより設計された集積回路の設計データを基に変換
したパターン画像を基準パターンデータとしても良いし、さらに近接効果補正等の補正を
加えたパターン画像を基準パターンデータとしても良い。また、設計データを基に基板上
に生成された出来映えの良いパターンを撮像して得た撮像画像を基準パターンデータとし
ても用いても良い。基準パターンデータは一般的には画像データとするので以降、基準パ
ターンデータを基準パターン画像として説明する。
【００１９】
　撮像パターン記憶部１１には検査対象のパターンを撮像した撮像パターン画像を記憶す
る。撮像パターン画像は撮像パターンの輪郭画像としても良い。以降の説明では撮像パタ
ーン画像は撮像パターン画像の輪郭画像として説明する。
【００２０】
　基準パターン記憶部１０の基準パターン画像と撮像パターン記憶部１１の撮像パターン
画像は許容範囲生成部１２に入り、撮像パターン画像を検査するための許容範囲を生成す
る。
【００２１】
　撮像パターン画像が基準パターン画像に対して、部分的に大きく変化している場合や、
全体的な傾き、オフセット位置が若干異なっている場合、撮像パターン画像を基に基準パ
ターン画像を修正し、許容範囲を生成する。
【００２２】
　異常判定部１３では生成された許容範囲を基に実際に撮影した電子デバイスパターンの
撮像パターン画像を検査する。
【００２３】
　図２に本発明の許容範囲生成部の構成例について説明する。
【００２４】
　部位検出部１２１では基準パターン画像からパターンの部位の検出を行う。例えば、コ
ーナー部，ラインエンド（凸）部，直線部等の部位を検出し、検出した部位の位置座標を
出力する。位置座標はｘとｙ方向の座標値でも良いし、極座標での距離と角度でもよい。
また、ここでは検出する部位の種類とそれぞれの部位の個数分を検出し出力するが、部位
を端点部のみ検出するなど、特定の部位のみに限り検出することも考えられる。
【００２５】
　変形量検出部１２２では、部位検出部１２１で検出した部位の座標を基に、対応する撮
像パターン画像の部位位置を検出する。そして、撮像パターン画像の部位の座標と、部位
検出部１２１で得た基準パターン画像の部位の座標から部位位置の差分値を求める。この
差分値も位置座標と同様、ｘとｙ方向の座標値の差でも良いし、極座標での距離と角度の
差でもよい。以降、説明は簡単にするために位置座標、差分値ともｘ，ｙの座標値とする
。
【００２６】
　基準パターン修正部１２３では、部位検出部１２１で検出した基準パターン画像の部位
について、変形量検出部１２２の差分値を用いて修正する。
【００２７】
　例えば、各部位で求めた差分値を基に、撮像パターン画像の部分的な大きな変化、全体
的な傾き、オフセット位置等を求めて、基準パターン画像に反映させる。
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【００２８】
　許容範囲生成部１２４では修正した基準パターン画像を基にして許容範囲を生成する。
図３に部位検出部の実施例を示す。ここでは、設計データを基に生成した画像を基準パタ
ーン画像として部位検出を行う。例えば、設計データを基に生成した画像が図３（ａ）の
ような凸型の画像の場合、Ｐ１からＰ４の４パターンのコーナーができる。コーナーの検
出は、例えば、図３（ｂ）に示すようなＰ１からＰ４の３×３画素マトリクスのコーナー
検出フィルタを用いてパターンマッチングを行うことでコーナー部が検出できる。Ｐ１か
らＰ４のコーナー部が検出できれば、ラインエンド（端点）のラインの幅がＬとすれば、
下記の条件などで凸部の検出も可能となる。
【００２９】
　　　Ｌの間隔の間にＰ１とＰ２がある場合：上に凸のラインエンド　　　
　　　Ｌの間隔の間にＰ３とＰ４がある場合：下に凸のラインエンド　　　
　　　Ｌの間隔の間にＰ１とＰ３がある場合：左に凸のラインエンド　　　
　　　Ｌの間隔の間にＰ２とＰ４がある場合：右に凸のラインエンド　　　
　また、各コーナー間は直線部と考えることができる。また、コーナー間の長さがある特
定の長さ以上の場合を直線部としても良い。また、線検出フィルタを用いて直線部を検出
してもよい。ラインの幅Ｌはユーザーが指定してもよい。
【００３０】
　また、基準パターン画像が設計データを基に変形させたパターンの場合、若しくは撮像
パターン画像の場合は、コーナー部の検出フィルタも変形に対応したフィルタにすること
が考えられる。例えば、フィルタサイズを大きくすることが考えられるし、パターンを角
から半円に似た形にしたり、線幅を変更したり、また、対象となる画像も閉図形を塗りつ
ぶしをする等の加工することも考えられる。この場合、後に説明する撮像パターン画像か
ら部位検出する際のマッチングと同じ方法であるので、ここでの説明は控えたい。
【００３１】
　図４に本発明の変形量検出部のブロック構成例を示す。
【００３２】
　変形量検出部１２２は部分変形量算出部１２２１と全体変形量算出部１２２２で構成さ
れる。部分変形量算出部１２２１には、部位検出部から基準パターン画像中の各部位の位
置情報と、撮像パターン記憶部に格納されている撮像画像データが入力され、それぞれの
各部位の変形量を部分変形量として算出する。そして、それぞれの部分変形量を基に全体
変形量算出部１２２２で全体変形量を求める。ここで述べる全体変形量は全体的な撮像位
置のオフセット値，傾き（回転）のズレである。そして、求めた全体変形量と部分変形量
を基に、再度部分的な変形量求める。求めた部分変形量と全体変形量は基準パターン修正
部１２３に入力される。
【００３３】
　図５に本発明の部分変形量再算出部のブロック構成例を示す。部分変形量再算出部１２
２１は端点検出部１２５１とコーナー検出部１２５２と直線検出部１２５３とそれぞれ検
出した位置の差分情報を記憶する変形量記憶部１２５４で構成される。端点検出部１２５
１では部位検出部１２１からの検出した端点の位置情報を入力する。そして、撮像パター
ン画像中の対応する端点の位置を、部位検出部１２１から得た端点の位置情報を基に検出
する。部位検出部１２１から得た端点の位置情報と、検出した撮像パターン画像中の対応
する端点の位置情報の差分情報を求めて変形量記憶部１２５４に記憶する。差分情報はｘ
，ｙ座標の差でよいし、極座標系にした後の距離と角度の差分でも良い。また、変形量記
憶部１２５４には求めた差分情報に対応する部位検出部１２１から得た端点の位置情報も
記憶しておく。端点の部位が複数ある場合は、その複数の端点について同様に差分情報を
求めて記憶する。コーナー検出部１２５２，直線検出部１２５３とも同様に処理する。
【００３４】
　図６に本発明の端点検出部の実施例を示す。ここでは、上に凸の端点の部位について変
位量を求める例であり、点線で示したＣＡＤにより設計された集積回路の設計データの基
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準パターンＴが撮影した結果として撮像パターンの輪郭Ｅになっている状態を示している
。
【００３５】
　そして、基準パターン記憶部１０には検査対象となるパターンに対応する基準パターン
Ｔのデータが記憶されており、撮影した結果として撮像パターンの輪郭Ｅのデータが撮像
パターン記憶部１１に記憶されている。そして、これらのデータを用いて許容範囲生成を
求める許容範囲生成部１２の動作，処理を説明する。
【００３６】
　部位検出部１２１で検出した点線で示した基準パターンＴの凸部（コーナーＰ１とコー
ナーＰ２のペア）の座標の位置で、輪郭を検出する範囲である輪郭検出ウインドｗＡの中
に実際に撮影した撮像パターンの輪郭Ｅの輪郭データの個数が特定値である特定画素数Ｔ
Ｈ１以上有るかないかで伸張方向か収縮方向かを判定する。通常、撮像パターンの輪郭Ｅ
は基準パターンＴの輪郭より、広がる場合もあるので、輪郭検出ウインドｗＡはＰ１，Ｐ
２の座標を基に、特定画素Ｍ分両側に広げ、凸部の方向にｈ画素の検出ウインドとする。
特定画素数ＴＨ１以上ない場合は、収縮パターンとして収縮方向ＳＨに輪郭を探索する。
逆に特定画素数ＴＨ１以上ある場合は、伸張パターンとして伸張方向ＥＸに輪郭を探索す
る。ここでは収縮パターンを説明する。探索する際、輪郭検出ウインドｗＡと同じウイン
ドウでも良いが、幅を狭めても良い。例えば、Ｐ１，Ｐ２の座標を基に、特定画素Ｄ分両
側から幅を狭め、ライン方向にｈ画素の輪郭検出ウインドｗＢを用いて輪郭を探索する。
探索開始位置はＰ１，Ｐ２のライン方向のｍｓとする。座標収縮パターンなので収縮方向
ＳＨに１画素毎、輪郭検出ウインドｗＢを移動させて、撮像パターンの輪郭Ｅの輪郭デー
タの画素が特定画素数ＴＨ２以上になる位置を検出する。検出した位置までの移動量を変
形量とする。そして、この変形量を部分変形量算出部１２５の変形量記憶部１２５４に設
定することで、各部位毎の変形量を算出することが実現出来る。
【００３７】
　これにより、基準パターン記憶部１０に記憶された基準パターンの各部毎の許容範囲を
求めて、実際の検査対象のパターンを撮像した撮像パターン画像との比較を行うことで異
常判定部１３で異常を判定することが可能になる。
【００３８】
　また、検索する長さに閾値を設けることが考えられる。これは、変形量に許容する閾値
を設けて、許容値より大きい変形は対応しない仕組みを設けるものである。例えば、その
閾値を探索終了位置ＬＳとして、その長さまで探索しても輪郭が検出できない場合は、探
索を終了して、その時点で異常と判定してもよい。また、探索終了位置ＬＳまで輪郭が検
出できない場合の変形量は、探索終了位置ＬＳとしても良いし、探索開始位置ｍｓに戻し
てもよい。その際、図１７に示すようにユーザーが変形量の許容閾値を設定する設定部を
設けることで実現できる。設定部２からの信号を変形量検出部１２２に入れることで実現
できる。
【００３９】
　また、異常通知部３を設けることで、探索終了位置ＬＳまでに輪郭を検出できずに異常
と判定する場合に出力することができる。この場合、伸張，収縮のどちらの方向で異常な
のか等の情報も異常情報として出力することが考えられる。また、この場合の異常はパタ
ーンの断線，接触と異なる異常情報として出力することが考えられる。また、図１８に示
すように表示部４を設けることで、以上に述べた異常情報を表示させることが考えられる
。
【００４０】
　ところで、現在、撮像するパターンと設計データとの対応はステージ移動の値と撮像画
像とのマッチングによる位置補正によって、高精度にあわせている。ここでは画像全体で
のマッチングであるが、部位の位置検出にもマッチングは有効であると考える。テンプレ
ートマッチングは存知の技術なので詳細は省く。ここでは部位検出で用いるマッチングの
概念のみ説明する。
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【００４１】
　図７にマッチングにより部位位置を検出する方法の概念を示す。（ａ１）のように端点
の設計データ（細い線）を基にパターンの生成する際の近接効果等により起こる歪みを予
めシミュレーションで加えた画像（太い線）をテンプレートａｗとして持っておき、マッ
チングを行うことが考えられる。その場合、輪郭画像ではなく、（ａ２）のように閉図形
は塗りつぶしを行った画像をテンプレートａｗとして、撮像パターン輪郭画像（ａ３）も
設計データからの情報を基に（ａ４）のように閉図形の塗りつぶしを行った画像でマッチ
ングを行うことで精度を向上させることが考えられる。
【００４２】
　そして、テンプレートとして用いるテンプレート画像位置と撮像した画像内でマッチン
グした画像位置の差分を変形量とする。また、コーナー部も同様にテンプレートを作成し
、テンプレート画像位置と撮像した画像内でマッチングした画像位置の差分を変形量とす
ることができる。直線部や他の部分も同様に部分的にテンプレートを作成してマッチング
することで、その部分の変形量を求めることができる。ここでも図６で説明した端点検出
のようにマッチングで探索する範囲に閾値を設けることが考えられる。同様に閾値内でマ
ッチング位置が確定しない場合は異常と判定し、異常情報を同様にユーザーに通知するこ
とが考えられる。
【００４３】
　また、部分的な変形量を求め、それらを総合的に用いることで画像全体の変形も求める
ことが可能となる。
【００４４】
　例えば、直線部での傾きを求めることで画像全体の傾きを求めることができる。仮に基
準パターン画像が設計データの場合は理想的な直線が主であり、傾きは容易に求まる。撮
像パターン画像は帯電や近接効果による歪みにより、部分的な直線で傾きを求めると正確
な傾きはでないが、広範囲な直線の情報を用いることで正確な傾きを求めることができる
。傾きは最小二乗法で直線の方程式を求めて得ることができる。部位検出部１２１から基
準パターン画像中の部位とその位置情報と基準パターン画像を得ることで、先ず、部位が
直線部の場合、基準パターン画像内の直線部の傾きを求め、変形量記憶部１２５４に記憶
する。その後、撮像パターン画像内の直線部を検出し、傾きを求め、対応する直線部の傾
きの差分（基準パターン画像内の直線部の傾き－撮像パターン画像内の直線部の傾き）を
求める。直線部が複数ある場合も複数の傾きの差を求める。そして、求めた傾きの差分を
変形量記憶部１２５４に記憶する。最小二乗法は存知の技術なので説明を省く。
【００４５】
　図８に全体変形量算出部のブロック構成例を示す。傾き検出部１２６１では、変形量記
憶部１２５４に記憶している直線部の傾き情報を基に画像全体の傾きを求める。求めた全
体の傾き情報は、全体傾き情報として全体変形量記憶部１２６３に記憶する。また、求め
た傾き情報と求めた各部位の変形量と基準パターン画像の部位の位置情報から全体的なオ
フセット値を求める。求めた全体のオフセット値も全体変形量記憶部１２６３に記憶する
。
【００４６】
　傾き検出部１２６１で求める全体傾き情報（全体的な傾き）は変形量記憶部１２５４に
記憶している全ての直線部に対応する傾きの差分の平均値を求めて、全体傾き情報とする
ことが考えられる。
【００４７】
　図９に本発明のオフセット検出部のブロック構成例について説明する。
【００４８】
　オフセット検出部１２６２では傾き検出部１２６１で得た傾きを用いて、変形量記憶部
１２５４に記憶している基準パターン画像のパターン部の位置座標を傾き補正部１２６４
で傾ける。座標位置を傾ける（回転する）方法は、単に座標変換でよく、存知のことなの
で説明は省く。
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【００４９】
　変形量再算出部１２６５では基準パターン画像の部位の位置座標と傾けた位置座標から
ｘ，ｙ座標の差分（傾けたことによる座標の変化分）を求め、変形量記憶部１２５４に記
憶している各部位の変形量に加える。つまり、ここで全体的な傾きの差が無い各部位の変
形量を求める。
【００５０】
　全体オフセット算出部１２６６では、求めた各部位の変形量と基準パターン画像の部位
の位置情報を基に画像の全体的なオフセット値を算出する。例えば、図１０のように傾き
を補正した基準パターン画像の部位の位置情報を基に生成した画像（ａ）と、撮像パター
ン画像（ｂ）で比較する。ここで横方向（Ｘ方向）→を正（プラス）方向とし、縦方向（
Ｙ方向）→を正（プラス）方向として全体的にオフセットが縦方向（Ｙ方向）→を正（プ
ラス）方向にある場合を考えると、Ｘ方向の変化はないが、Ｙ方向では画像全体が正方向
にずれることになる。この場合、全ての端点，コーナー部，横線の直線部の部位で正方向
にズレる。そのこで、ｘ座標、若しくはＹ座標で見た場合、各部位の全ての位置で差分が
プラス（正）の場合、プラスのオフセットの可能性があると判断し、各部位の全ての位置
で差分の絶対値の最小値を記憶して、ｘ座標、若しくはＹ座標の全体のオフセットとする
。ここで各部位の直線部に関しては、ｘ座標のオフセットを見る場合は縦線の直線のみ（
横線の直線は見ない）を参照し、Ｙ座標のオフセットを見る場合は横線の直線のみを参照
することが考えられる。通常、基準パターンの画像のパターン間の幅に比べて撮像パター
ンの画像のパターン間の幅が広がる場合や細る場合、様々なケースがあるが、いずれも検
出する方向に平行な直線部以外の全ての部位でｘ座標、若しくはＹ座標に一致して正方向
、負方向に変形することは全体的なオフセットがなければと考えにくい。また、実際にオ
フセットが無くても、全ての部位で一致して一方向にずれていれば、最小限に補正しても
問題は無いと考える。各部位の全ての位置で差分がマイナス（負）の場合も同様にオフセ
ットが求まる。求めたオフセット値は全体オフセット値とする。
【００５１】
　また、各部位変形量決定部１２６７では、全体オフセット算出部１２６６で求めた全体
オフセット値を、変形量再算出部１２６５の全体的な傾きの差を補正した各部位の変形量
に加える。つまり、オフセットが無い状態での各部位の変形量を求める。
【００５２】
　全体変形量記憶部１２６３には全体傾き情報と、Ｘ，Ｙの全体オフセット値と、基準パ
ターン画像の部位及びその位置情報とその部位に対応する撮像パターン画像内の傾きもオ
フセットも無い状態の各部位の変形量を記憶する。ここで、全体傾き情報と全体オフセッ
ト値を全体変形量とし、全体変形量を補正した各部位の変形量を部分変形量とする。変形
量検出部１２２の出力１２２ａは全体変形量と、基準パターン画像の部位及びその位置情
報と、それに対応する部分変形量となる。
【００５３】
　ここで図１７に示す構成にして、全体的な傾きがある場合、また全体的なオフセットの
位置のずれがある場合、その旨をユーザーに通知することが考えられる。また、閾値を設
けて閾値以上のずれがある場合は異常と判定することも考えられる。閾値はユーザーが設
定できるようにすることが考えられる。
【００５４】
　図１１に本発明の基準パターン修正部のブロック構成例を示す。
【００５５】
　部分修正部１２３１では変形量検出部１２２の出力１２２ａである基準パターン画像の
部位情報及びその位置情報及び各部位の変形量を基に、基準パターン記憶部にある基準パ
ターン画像１０ａを部分的に修正する。その後で、全体修正部１２３２で変形量検出部１
２２の出力１２２ａの全体的な傾きの情報と、Ｘ，Ｙの全体的なオフセット値を基に、部
分的に修正した基準パターン画像１２３１ａを修正する。
【００５６】



(10) JP 5114302 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

　図１２に部分修正部で基準パターン画像の端点を収縮させる場合の概要処理を示す。
【００５７】
　先ず、予め基準パターン画像（ｃ）の端点上端から幅Ｌ、長さＣの領域Ｍを記憶してお
く。その後で設計データ（ａ）と撮像パターン画像（ｂ）とから変形量検出部で求めた収
縮方向への変形量（差分値）Ｓを長さとする、（ｄ）に示す端点の上端から幅Ｌの収縮方
向領域Ｄｅの輪郭画素を削除する。例えば、輪郭画素を０、非輪郭画素を２５５とすると
、端点の上端から幅Ｌ、長さＳの領域を２５５にする。そして、予め記憶した領域Ｍの輪
郭画像を上端からＳ分下げた位置から上書きすることで実現できる。
【００５８】
　また、図１３に部分修正部で基準パターン画像の端点を伸張させる場合の概要処理を示
す。先ず、予め基準パターン画像（ｃ）の端点上端から幅Ｌ、長さＣの領域Ｍａ、端点上
端よりＣから幅Ｌ，長さ１の領域Ｍｂを記憶しておく。その後で設計データ（ａ）と撮像
パターン画像（ｂ）とから変形量検出部で求めた収縮方向への変形量（差分値）Ｅ分、（
ｄ）に示す端点の上端から伸張方向に伸ばした位置からＯ′予め記憶した領域Ｍａを上書
きし、その後に記憶した領域Ｍｂ領域を長さＥからＣを引いた長さ分、位置を１ずつ移動
させながらＭａを上書きすることで実現できる。
【００５９】
　図１４に本発明の全体修正部のブロック構成例を示す。全体修正部１２３２ではオフセ
ット補正部１２３３で変形量検出部１２２の出力である全体オフセット値を基に部分修正
された基準パターン画像１２３１ａの全体的なオフセットを補正する。
【００６０】
　補正は単に画像の各画素の位置ｘ，ｙ座標をそれぞれｘとｙのオフセット値分減算した
座標に置き換えることで補正できる。補正すると画像の縁にデータが無い領域が発生する
が、その領域については、以降使用しない領域とし、異常判定の範囲外とすることが考え
られる。全体的なオフセットを補正した後、傾き補正部１２３４で変形量検出部１２２の
出力である全体傾き情報を基に、傾きを補正する。例えば、傾き補正は補正後の画素位置
に対応する画素を近傍４画素のバイリニア補間で生成することが考えられる。
【００６１】
　許容範囲生成部１２では修正した基準パターン画像を基に許容範囲の生成を行う。許容
範囲の生成は基準パターン画像のエッジを膨張させて作成することが考えられる。例えば
、図１５の（ａ）のような矩形の基準パターン画像の場合は、（ｂ）のように基準パター
ン画像のエッジを膨張させたエッジの幅を許容範囲とすることができる。また、部位の座
標はわかるので、予め部位毎に許容範囲を設定して置けば、検出した部位の座標を基準に
許容範囲が決めることができる。例えば、（ｃ）のようにコーナー部、直線部毎に異なる
許容幅を設定することも考えられる。この場合、コーナー部は直線部より、太くすること
が考えられる。予めパターンを表示させて画面上でユーザーが部位を指定しながら、許容
範囲を指定してもいいし、部位に対応する許容範囲を予め決めておき、自動的に部位を検
出して、検出した部位に対応する許容範囲を自動で生成してもよい。
【００６２】
　また、異常判定部では図１６のように撮像パターン画像の輪郭Ｅが許容範囲生成部で生
成した許容範囲Ｂの外にある場合は異常と判定し、許容範囲Ｂ内であれば異常なしと判定
し、判定結果を出力する。判定結果は表示部４に表示させても良いし、メモリに記憶させ
てもよい。プリンタに出力してもよい。ここでは画像領域で許容範囲を設けているが、例
えば画像を基に極座標系に変換し、極座標系で許容範囲を設けて異常を判定することも考
えられる。
【００６３】
　また、図１８に示すように表示部４を設けることで、修正前の許容範囲と修正後の許容
範囲を同時に表示することも考えられる。また、許容範囲の修正前と修正後で異常箇所に
ついても同時に表示させることが考えられる。また、図１９のようにモード切替部を設け
て部分修正部，全体修正部の両方を行うモードと、またどちらか一方を行うモードを選択
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可能にすることが考えられる。また、その際、表示部４に許容範囲の修正前と修正後で異
常箇所についても同時に表示させることが考えられる。ここで述べている修正前とは基準
パターン画像とすると考えても良いし、パラメータを変えた一つ前の状態であるとしても
よい。
【００６４】
　また、ここでは、基準パターン画像を修正した後で許容範囲を求めているが、図２０に
示すように基準パターン画像を基に許容範囲生成部１２４で許容範囲を生成した後で、変
形量検出部１２２で求めた変形量を基に許容範囲修正部１２７で生成した許容範囲を修正
することも考えられる。この場合の許容範囲修正部１２７は基準パターン修正部１２３と
同様の構成で実現できる。但し、修正する範囲は基準パターン修正部１２３ではパターン
のラインの幅Ｌであるが、許容範囲は基準パターン画像を基に特定値分を広げて作成して
いるため、その広げている分の幅、若しくは長さ分を修正することになる。また、ここで
も、部分的な修正と全体的な修正の両方若しくはいずれかの修正を行うための切替部を設
けてユーザーが切り替えることが考えられる。
【００６５】
　また、以上の許容範囲の基となる基準パターン画像を修正した場合、若しくは許容範囲
を修正した場合、修正したことをユーザーに通知することが考えられる。また、修正した
内容、例えば、全体的に修正したこと、全体の傾き，オフセットの情報や、部分的な内容
，端点，直線，コーナー部の位置ずれ、伸張，収縮などの情報を出力することや、ユーザ
ーに通知することが考えられる。また、本発明のパターン検査部１についてはソフト処理
で行ってもよい。またその際、パソコンでソフト処理を行ってもいいし、ＬＳＩに組み込
んでハード処理で行ってもいい。
【００６６】
　以上の実施例で示したように、基準パターン記憶部には判定対象となる撮像パターン画
像の基準となる基準パターン画像を記憶しておき、撮像パターン記憶部にはパターンを撮
像した撮像パターン画像を記憶する。予め撮像パターンの許容範囲を求める際、基準パタ
ーン画像を基に撮像パターン画像を参照して、許容範囲生成部で、撮像したパターンの画
像に応じた許容範囲を生成する。撮像パターンの断線，接触のみをパターンの異常とし、
変形している場合は正常なパターンと判定するため、撮像パターン画像から変形量を求め
て、変形に応じて許容範囲の基になる基準パターン画像も変形させることで、変形を含ん
だ許容範囲を作成することができ、撮像パターンの断線，接触のみをパターンの異常判定
として処理できる。
【００６７】
　また、変形について、撮像パターンは、シュリンクや近接効果補正の過不足による部分
的な変形を起している場合と、帯電による歪み，ステージ移動及び画像のマッチング等に
よる位置補正の誤差による、撮像位置のずれ（回転，オフセットずれ）など、全体的に変
形している場合がある。そのため、パターンを部位毎に切り分けて、部位毎の変形量を検
出し、部分的に変形量を求め、また、複数の部位の変形量から全体的な変形量を求める。
全体的な変形量を考慮して再度、部分的な変形量を補正し、基本パターン画像に先ず部分
的な変形量を基に部分的に補正した後で、全体的な変形量を基に全体を補正する。そして
、修正した基本パターンを基に許容範囲生成部で許容範囲を生成することでパターンの全
体的な変形と部分的な変形の混在した変形にも対応した許容範囲を生成できる。そして、
変形に対応した許容範囲で異常判定を行うことで、高精度に撮像パターンの断線，接触の
みを異常と判定することが可能となる。
【００６８】
　また、変形量を求める変形量検出部では変形量の許容値を設けることで、変形量は大き
な変形、若しくはエッジが無い撮像パターン画像を正常パターンと判定することを防止す
る。そのため、許容値内で撮像パターン画像の輪郭が見つからない場合はその時点で異常
として、ユーザーに通知する。また、変形の許容値はユーザーが設定できるようにする。
【００６９】
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　尚、以上の実施例においては、主に電子デバイスパターンを検査するパターン検査装置
、及びその方法について説明を行ったが、最終的な測定対象物の電子デバイスパターンの
良否を判定しなくても、パターン検査装置、及びその方法に用いられるパターン検査用の
基準パターンのデータを求めるパターン処理装置においても同様に適用することが可能で
ある。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明は、半導体ウェハ上の微細な構造を検査する測長走査型電子顕微鏡（Critical-D
imension Scanning Electron Microscope：ＣＤ－ＳＥＭ）等以外にも、微細な対象物を
撮像して検査を行う画像生成方法及びその画像生成装置に適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の装置構成を示すブロック図。
【図２】本発明の許容範囲生成部の構成例を示す図。
【図３】本発明の部位検出部の実施例を示す図。
【図４】本発明の変形量検出部のブロック構成例を示す図。
【図５】本発明の部分変形量再算出部のブロック構成例を示す図。
【図６】本発明の端点検出部の概念を示す図。
【図７】マッチングによる部位検出方法の概念を示す図。
【図８】本発明全体変形量算出部のブロック構成例を示す図。
【図９】本発明のオフセット検出部のブロック構成例を示す図。
【図１０】全体的なオフセット値がある画像の部位の比較例を示す図。
【図１１】本発明の基準パターン修正部のブロック構成例を示す図。
【図１２】収縮時の端点を部分的に修正する際の処理概念の図。
【図１３】伸張時の端点を部分的に修正する際の処理概念の図。
【図１４】本発明の全体修正部のブロック構成例を示す図。
【図１５】許容範囲の生成の概念を示す図。
【図１６】許容範囲を用いた異常判定の概念を示す図。
【図１７】本発明の装置構成を示すブロック図。
【図１８】本発明の装置構成を示すブロック図。
【図１９】パターンの細り太りを示す図。
【図２０】本発明の装置構成を示すブロック図。
【図２１】本発明の許容範囲生成部の構成例を示す図。
【符号の説明】
【００７２】
１　パターン検査部
２　設定部
３　異常通知部
４　表示部
５　モード切替ＳＷ
１０　基準パターン記憶部
１１　撮像パターン記憶部　　
１２　許容範囲生成部
１３　異常判定部
１２１　部位検出部
１２２　変形量検出部
１２３　基準パターン修正部
１２４　許容範囲生成部
１２５　部分変形量算出部
１２６　全体変形量算出部　
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１２３１　部分修正部
１２３２　全体修正部
１２３３　オフセット補正部
１２３４　傾き補正部
１２５１　端点検出部
１２５２　コーナー検出部
１２５３　直線検出部
１２５４　変形量記憶部
１２６１　傾き検出部
１２６２　オフセット検出部
１２６３　全体変形量記憶部
１２６４　傾き補正部
１２６５　変形量再算出部
１２６６　全体オフセット算出部
１２６７　各部位変形量決定部　

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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